
　　　　　 広陵町自治基本条例の一部改正　新旧対照表 

改正案 現　行

○広陵町自治基本条例（令和３年５月広陵町条例第１号） ○広陵町自治基本条例（令和３年５月広陵町条例第１号） 
  

　（個人情報保護） 　（個人情報保護） 
第１０条　町は、町民の権利利益を守るため、法令等　で定めるところに 第１０条　町は、町民の権利利益を守るため、別に条例で定めるところに
より、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開 より、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開
示、訂正等を請求する町民の権利に対して適切な措置を講じなければなら 示、訂正等を請求する町民の権利に対して適切な措置を講じなければなら

ない。 ない。 
２　個人情報の取扱いについては、法令等を遵守　　　　　　　　　　　 ２　個人情報の取扱いについては、前項の条例の規定を適切に解釈及び運
　するとともに、人の生命、身体又は財産を保護するために必要な情報を 用するとともに、人の生命、身体又は財産を保護するために必要な情報を
関係者間で共有するよう努めなければならない。 関係者間で共有するよう努めなければならない。 
３　（略） ３　（略）


